
 

中央卸売市場改革推進本部設置要綱 新旧対照表 

 

下線部分が改正箇所 

現行 改正前 

第１条及び第２条 （現行のとおり） 

第３条 （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

３ 副本部長は、管理部長をもって充て

る。 

４から６まで （現行のとおり） 

第４条から第６条まで （略） 

 

別表第（本部員） 

事業部長 

豊洲市場場長 

食肉市場場長 

大田市場場長 
 

第１条及び第２条 （略） 

第３条 （略） 

２ （略） 

３ 副本部長は、中央卸売市場次長をもっ

て充てる。 

４から６まで （略） 

第４条から第６条まで （略） 

 

別表第（本部員） 

管理部長 

事業部長 

豊洲市場場長 

食肉市場場長 

大田市場場長 
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